
回答）
①本組合の条件として「那覇港内の工事」としていますので、
那覇港内の工事でなければ兼任はできません。

②特例管理技術者は兼任できませんが、
管理技術者補佐は同一工事であれば兼任できます。

③3月15日を予定していますが、契約手続きが早めに整った場合は
日付を早める場合があります。


